
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賀茂公民館の使用は、電話等で地域振興課(43－3515)に必ず申し込み、鍵は

当日、役場宿直室で借りてください。使用後は、きちんと片付け、ゴミの持ち

帰りにもご協力ください。鍵の返却は役場宿直室へ。 

賀茂公民館の 

使用について 

 

 

 

 

賀 茂 地 域 づ く り 懇 談 会 ～町有遊休施設の有効活用を提案～ 
１１月２４日（土）１９：００から本泉交流センタ

ーにおいて、『町遊休施設の有効利用』をテーマに、

２０代から７０代まで約８０名の参加者で賀茂地域づ

くり懇談会を開催しました。これまで、賀茂地域では

男女がいっしょに集まり、話し合う機会が全くありま

せんでしたが、今回、多くの女性に参加していただき、

今までにない画期的な懇談会になりました。 

行政からは吉田町長、米田地域振興課長、田栗生涯

学習課長、山根建設水道課長に出席していただき、町

の考え方などを伺いました。 

第１回の地域づくり懇

談会は、経済振興部会が 

『三朝テニス場が遊んでいるので、もったいないなぁ』という思い

から有効に活用できないもんかと企画をまとめ、提案されました。

提案内容は、テニス場を改修しフットサルを中心とした多目的広場

として利用しようとするというもの。中部のフットサル人口の増加、

練習場の不足、県内にフットサル専用ピッチがないなどの状況から、

フットサル場は有効に利用できると強く訴え、一方、改修の話では、

ピッチを土から人工芝に、屋根付、照明付、外壁設置、クラブハウ

ス整備など多岐にわたり、相当の経費が必要であることも提案されました。吉田町長からは「検

討に値する提案」ということで、「町教育委員会に持ち帰り、検討してもらう」との返事をいた

だきました。懇談会終了後、平井経済振興部会長は、「管理運営面も含め、実現可能な方法を引

き続き検討していきたい」と抱負を語られていました。 

今後の懇談会のあり方は、いろいろなことを各部会で考え、まとまった時点で提案し地域全体

で議論していく場にしていきたいと思います。いろいろな提案を地域協議会へお寄せください。

提 案 説 明 す る 宮 本 副 部 会 長

質問される吉田町長

趣旨を説明する平井孝也会長 提案概要を説明する平井満博部会長 町の考えを話される吉田町長 
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軽妙に話される藤井事務局長 

「かもいきいき勉強会」は、吉尾（７月２０日）を皮切りに、

牧（９月１３日）、本泉（１１月１６日）と会場を巡回し、３回

開催しました。参加者は延べにすると約１２０名でした。 

講師には、倉吉地区交通安全協会 専務理事・事務局長 藤井

照夫さんに３回ともお願いしました。その軽妙な話術は、参加者

の皆さんを話に引き込み、交通死亡事故の特徴、道路交通法の改

正点、振り込め詐欺の手口などを面白おかしく解説していただき

ました。 

今回の本泉での開催をもって、平成１９年の賀茂いきいき勉強

会は閉講となります。次回開講は生活環境部会でテーマ、会場を

決め、お知らせしますが、希望されるテーマがありましたら賀茂

地域協議会までお知らせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鍋物がおいしい時期になりましたが･･･ 
冬が近づき、鍋物のおいしい季節になっ

てきました。ご家庭ではよくカセットコン

ロをお使いですね。 
このカセットコンロのボン

ベをごみとして出す場合、次の

２点を必ず守ってください。 
 

① 必ず穴を開ける。 

② 『缶』の日に出す。 
 

※ 以前、穴が開いていなくて爆発事故が起

こりました。みなさんのご協力お願いします。

後期高齢者医療制度説明会 

賀茂の歴史を覗く!! ! 
久々の「賀茂の歴史を覗く」です。

今回は若宮。ここは地蔵さんが祭ら
れていることは有名ですが、水天さ
んのことはご存知でしょうか。 
８月のある日、信号待ちをしてい

ると、旧今泉駐在所前あたりで、ゴ
ザを敷き、宴会をしている光景を目 
にすることがあります。それが水天さんの祭りです。水害から集

落を守るため、水天さんが祭られたのでしょう。 
水天とは、仏教における天部の一人で、須弥山の西に住んでいる

とされます。水の神であり、竜を支配しています。左手に持つのは
竜の索（ｻｸ）。頭の上に五匹の竜がいるのが基本形だそうです。水
天は初め、天界に住み、のちに大洋の神、水の神、河の神となって
水界を司る竜族の王とされるようになりました。水天は、その知恵
により利益を与え潤し、悟りという果実を育て導き、様々な煩悩を
洗い清めて、一切衆生自身に備わる菩提心・悟りを目覚めさせる効
力を持つとされます。 
仏教神である「水天」の信仰は、「水」の字つながりで「天之水

分神・国之水分神」（ｱﾒﾉﾐｸﾏﾘﾉｶﾐ・ｸﾆﾉﾐｸﾏﾘﾉｶﾐ）と習合しました。
水分神（ﾐｸﾏﾘﾉｶﾐ）は本来、子供とは無関係ですが、「みくまり」
の発音が「みこもり」（御子守り）に通じるというので「子育て」
の神、子供の守り神として信仰されるようになったそうです。 
水と子供を守護し、水難除け、農業、漁業、海運、水商売、また

安産、子授け、子育てについて信仰が厚いようです。犬のお産が軽
いことから、戌の日は安産祈願の人で賑わう水天宮が全国に多くあ
ります。 

かも花いっぱい運動 
コンテスト報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

力作揃いの報告書です。審査は生活

環境部会が行い、審査会は 12 月 8 日

です。発表は 12 月中旬の予定です。 

次の予定で後期高齢者医療制度の説明会が開

催されます。どなたでも参加できます。 

12 月 11 日（火）14:00～ 総合文化ホール 

12 月 18 日（火）14:00～ 賀茂公民館 
18日は送迎バスが運行します。助谷8:45発、吉尾9:15

発の予定です。詳しくは健康福祉課（43-3520）にお尋

ねください。 
※「後期高齢者医療制度」とは 
来年４月からスタートする新しい医療制度です。新制

度が始まると、後期高齢者（75 歳以上）は現在加入して
いる国保や健保を脱退し、後期高齢者だけの独立保険に
加入することになります。保険料は全国平均で月 6,200
円（年 7.4 万円）程度になります。 


